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少子高齢化や国際化の進展、さらには地域のコミュニケーションの希薄化など、子ども

たちを取り巻く環境が刻々と変化していく中で、教育に対する市民のニーズや期待は高ま

り続けています。 

こうした中、平成１８年１２月に教育基本法が改正され、教育を取り巻く様々な状況の

変化を踏まえたうえで、新しい時代にふさわしい教育の実現のため、新たに達成すべき教

育の目標を掲げることが示されました。 

北本市教育振興基本計画は、この改正後の教育基本法の規定に基づく国の教育振興基本

計画や広域の地方公共団体である埼玉県の教育振興基本計画、また、「第４次北本市総合計

画」を踏まえた、教育分野における計画として策定いたしました。 

北本市教育振興基本計画では、「共に学び 未来を拓く 北本の教育」を基本理念とし、

学校教育を中心に、家庭・地域における教育や生涯学習、文化スポーツ活動について、５

つの基本目標と、その基本理念に基づく２８の施策を定め、体系化いたしました。北本市

では、平成２５年度から平成２９年度までの５年間、この計画に基づき教育行政の総合的

な推進を図ってまいります。 

今後も、北本市教育委員会一丸となり、市民の皆様の期待に応えるべく、教育行政の推

進に努めてまいりますので、引き続き、御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げま

す。 
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